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　この実施細目は、ディ－ゼル微粒子除去装置助成金交付要綱に定める助成の内容、取

扱い等の細目について定める。

（助成対象車両）

第１条　車両総重量３.５トン以上の平成１１年排出ガス規制車（ＫＬ‐）以前の車両を対象とする。但し、初度登録年月が原則として平成５年１０月以降（特殊車は平成４年１０月）の車両に限る。

（募集期間）

第２条　４月１日から、１２月末日まで（予算枠に達した場合はその時点まで）

（助成金の交付額）

第３条　助成金の交付額は、｢ディ－ゼル微粒子除去装置助成金交付要綱｣の別表１に示すとおりとする。

（助成限度）

第４条　当該年度の交付金事業予算額の範囲内とする。

(交付申請)

第５条　交付の申請は、様式１の｢ディ－ゼル微粒子除去装置助成金交付申請書｣に様式５の｢酸化触媒（又はＤＰＦ）助成金申請内訳書｣及び｢車検証(写)｣、｢見積書(写)｣を添付して提出しなければならない。

（交付決定）

第６条　交付の決定は、書類不備などの特段の問題がない限り、前条の申請書等を受理した日付順に行い、申請者に通知する。

　　２　申請者は、交付決定前の先行した装置の発注は行わないこと。万一、事前に発注した場合は、そのリスクは申請者が負うこととする。

（実績報告）

第７条　実績の報告は、装置の装着が完了した日から一ヶ月以内に、様式３の｢ディ－ゼル微粒子除去装置助成事業実績報告書（助成金交付請求書）｣に様式５の｢酸化触媒（又はＤＰＦ）助成金申請内訳書｣及び装置装着に支払った｢領収書（写）｣、「装着証明書（写）」を添付して、２月末日までに提出しなければならない。

（助成金の支払い）

第８条　助成金は、前条の実績報告書等に基づき、原則として、この報告書の到着月の末日締、翌月１０日支払いとする。（土曜、休日等にあたる場合は、その後の平日）

　　２　装置の助成は、４月より受付を開始いたしますが、助成金の支払いは、予算承認後の７月からとする。

（附則）

第１条　この規定は、平成１８年４月１日より適用する。
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